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◇ 規 則 鳥取県水防信号等に関する規則の一部を改正する規則 (98) (河川課) １

公布された規則のあらまし

◇鳥取県水防信号等に関する規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

水防法の一部改正に伴い､ 根拠条項の改正その他の所要の改正を行う｡

２ 規則の概要

(１) 水防に用いる信号､ 車両の標識等に係る根拠条項を改める｡

(２) その他所要の規定の整備を行う｡

(３) 施行期日等

① 施行期日は､ 公布の日とする｡

② 鳥取県事務処理権限規則の一部改正

知事の権限に属する事務のうち､ 洪水等の予報を行う河川の指定を部長専決事項とする等所要の規

定の整備を行う｡

規 則

鳥取県水防信号等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年10月11日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第98号

鳥取県水防信号等に関する規則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県水防信号等に関する規則 (昭和24年鳥取県規則第98号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下この条において ｢移動条｣ という｡) に対応する

同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下この条において ｢移動後条｣ という｡) が存在する場

合には､ 当該移動条を当該移動後条とし､ 移動後条に対応する移動条が存在しない場合には､ 当該移動後条

………………………
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(以下この条において ｢追加条｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (条の表示を除く｡ 以下この条において ｢改正部分｣ という｡)

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (条の表示及び追加条を除く｡ 以下この条において ｢改正

後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後

部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削る｡

第２条 鳥取県水防信号等に関する規則の一部を次のように改正する｡

別記第１号及び別記第３号を削り､ 別表の次に次の２様式を加える｡

様式第１号 (第２条関係)
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改 正 後 改 正 前

(趣旨)

第１条 この規則は､ 水防法 (昭和24年法律第193号｡

以下 ｢法｣ という｡) に規定する水防に用いる信号

等に関し必要な事項を定めるものとする｡

(水防標識)

第２条 法第18条の水防のために出動する車両の標識

は､ 様式第１号のとおりとする｡

(水防信号)

第３条 法第20条第１項の水防に用いる信号は､ 出動

信号及び危険信号の２種とし､ 別表の区分によるも

のとする｡

(身分を示す証票)

第４条 法第49条第２項の身分を示す証票は､ 様式第

２号のとおりとする｡

(委任)

第５条 この規則の施行に関し必要な事項は､ 知事が

別に定める｡

別表 (第３条関係) 略

第１条 水防法 (以下 ｢法｣ という｡) 第11条の水防

のために出動する車馬の標示は別記第１号の標識を

使用する｡

第２条 法第13条の水防信号は出動信号及び危険信号

の２種とし別記第２号の区分による｡

第３条 法第36条第２項の身分を示す証票は別記第３

号の様式による｡

別記第２号 略

水
防
管
理
団
体
名



備考

１ 大きさは､ 縦60センチメートル､ 横90センチメートルとすること｡

２ ｢水防｣ の文字は赤色､ その他は黒色とすること｡

様式第２号 (第４条関係)

表面

裏面
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第 号

水 防 要 員 の 証

所属所

氏 名

年 月 日交付

この証票を携帯する者は､ 水防法第49条第１

項の規定により､ 水防計画作成のために必要な

土地に立ち入り､ 調査することができる｡

水防法 (抜すい)

(資料の提出及び立入り)

第49条 都道府県知事又は水防管理者は､ 水防

計画を作成するために必要があると認めると

きは､ 関係者に対して資料の提出を命じ､ 又

は当該職員､ 水防団長､ 水防団員若しくは消

防機関に属する者をして必要な土地に立ち入

らせることができる｡

２ 都道府県の職員､ 水防団長､ 水防団員又は

消防機関に属する者は､ 前項の規定により必

要な土地に立ち入る場合においては､ その身

分を示す証票を携帯し､ 関係人の請求があつ

たときは､ これを提示しなければならない｡

鳥取県水防信号等に関する規則 (抜すい)

(身分を示す証票)

第４条 法第49条第２項の身分を示す証票は､

様式第２号のとおりとする｡



備考

大きさは､ 縦６センチメートル､ 横８センチメートルとすること｡

附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 公布の日から施行する｡

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

２ 鳥取県事務処理権限規則 (平成８年鳥取県規則第32号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目 (以下この項において ｢移動別表細目｣

という｡) を当該移動別表細目に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細

目に改める｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (別表の細目の表示を除く｡ 以下この項において ｢改正部分｣ と

いう｡) に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (別表の細目の表示を除く｡ 以下この項におい

て ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正後部分に対応

する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り､ 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加

える｡
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改 正 後 改 正 前

別表第２ (第３条､ 第４条､ 第５条､ 第６条､ 第８条､

第11条関係)

個別事項に係る事務処理権限

別表第２ (第３条､ 第４条､ 第５条､ 第６条､ 第８条､

第11条関係)

個別事項に係る事務処理権限

所

属

名

事 項 事務処理権限の区分

地方機関
の長の名
称

所

属

名

事 項 事務処理権限の区分

地方機関
の長の名
称種 類 内 容

知

事

専決権者 委任決裁権者

種 類 内 容
知

事

専決権者 委任決裁権者

部

長

課

長

地方
機関
の長

部
長
課
長

地方
機関
の長

部

長

課

長

地方
機関
の長

部

長

課

長

地方
機関
の長

略 略

河
川
課

略 河
川
課

略

九 水防
法 (昭
和24年
法律第
193号)
に基づ
く知事
の権限
に属す
る事務

１ 同法第４条
の規定による
水防管理団体
の指定

○ 九 水防
法 (昭
和24年
法律第
193号)
に基づ
く知事
の権限
に属す
る事

１ 同法第４条
の規定による
水防管理団体
の指定

○

２ 同法第７条
第１項の規定
による水防計
画の策定等

○

３ 同法第10条
第３項の規定
による洪水等
の予報の水防
管理者等への
通知

○ 総合事務
所長
地方県土
整備局長

４ 同法第11条
第１項の規定
による洪水等
の予報を行う
河川の指定

○

５ 同法第11条
第１項の規定
による洪水等
の予報の水防

○ 総合事務
所長
地方県土
整備局長

２ 同法第10条
の２の規定に
よる洪水等の
予報の水防管

○
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管理者等への
通知及び周知

理者等への通
知

６ 同法第12条
の規定による
通報水位及び
警戒水位の決
定

○ ３ 同法第10条
の３の規定に
よる通報水位
の決定

○

７ 同法第13条
第２項の規定
による河川の
指定

○

８ 同法第13条
第２項の規定
による特別警
戒水位の決定

○

９ 同法第13条
第２項及び第
３項の規定に
よる水位情報
の通知及び周
知

○ 総合事務
所長
地方県土
整備局長

10 同法第14条
の規定による
浸水想定区域
の指定等

○

11 同法第16条
第１項の規定
による水防警
報をする河川
等の指定及び
同条第４項の
規定による指
定の公示

○ ４ 同法第10条
の４第１項の
規定による河
川等の指定及
び当該河川等
についての水
防警報の発令

○

12 同法第16条
第1項の規定
による水防警
報の発令及び
同条第３項の
規定による警
報事項等の関
係水防管理者
等への通知

○ 総合事務
所長
地方県土
整備局長

５ 同法第10条
の４第３項の
規定による警
報事項等の関
係水防管理者
等への通知

○

６ 同法第10条
の５の規定に
よる警戒水位
の決定

○

13 同法第29条
の規定による
避難のための
立退きの指示

○ 総合事務
所長
地方県土
整備局長

７ 同法第22条
の規定による
避難のための
立退きの指示

○ 総合事務
所長
地方県土
整備局長

14 同法第30条
の規定による
水防管理者等
に対する指示

○ 総合事務
所長
地方県土
整備局長

８ 同法第23条
の規定による
水防管理者等
に対する指示

○

15 同法第32条
第２項の規定
による指定管
理団体の水防
計画の協議

○ ９ 同法第25条
の規定による
指定管理団体
の水防計画の
承認

○

16 同法第42条
第３項の規定
による水防に
要する費用の
負担について
のあっせん

○ 10 同法第32条
の２第３項の
規定による水
防に要する費
用の負担につ
いてのあっせ
ん

○

17 同法第47条
の規定による
国土交通大臣
等への水防に
関する報告及
び水防管理団
体に対する水
防に関する事
項の報告

○ 11 同法第35条
の規定による
国土交通大臣
等への水防に
関する報告及
び水防管理団
体に対する水
防に関する事
項の報告

○

18 同法第48条 ○ 12 同法第35条 ○
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の規定による
水防管理団体
に対する水防
に関する勧告
及び助言

の２の規定に
よる水防管理
団体に対する
水防に関する
勧告及び助言

19 同法第49条
第１項の規定
による関係者
に対する水防
計画の作成の
ための必要な
資料の提出の
命令又は土地
への立入り

○ 13 同法第36条
第１項の規定
による関係者
に対する水防
計画の作成の
ための必要な
資料の提出の
命令又は土地
への立入り

○

略 略

略 略

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】
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